
 回 覧      令和２年１０月１６日      

 今回の回覧内容  

1.田柄町会集団資源回収のお願い  

 １１月分  回収日  

１・３・５丁目は１１月２日（月）  

２・４丁目は１１月６日（金）です。  

 

2.練馬区が実施する  

高齢者実態調査にご協力ください  

 

3.令和２年度  健康長寿はつらつ教室  

１１～１月募集の教室のお知らせ   

 

4. 田柄小学校だよりたがら   第 496 号  

(2・ 4 丁目に回覧 ) 

 

ねりま区報から  

詳しくは区報 10/11 をご覧下さい。  

☆ 11 月は児童虐待防止推進月間です  

○子どもへの虐待とは   

・身体的虐待…殴る、蹴る、戸外に閉め出すなど  

・性的虐待…性的暴力、性的行為の強要など   

・養育の放棄（ネグレクト）…不潔なまま放置する  

・食事を与えない、車内・室内に放置する、同居人に

よる虐待を放置するなど  

・心理的虐待…言葉による暴力、無視、兄弟・姉妹間

での差別、子どもに家庭内暴力を見せるなど  

○ひとりで悩むより、まず相談  相談窓口があります。 

○子どもを守る義務があります  

虐待を受けたと思われる子どもを発見した方には通告す  

義務があります。  

○体罰は禁止です   

法律で保護者による体罰や暴言は禁じられています。    

町会活動報告   

○この期の町会活動はありません。  

 

○練馬区より「防災街づくりアンケート」への  

ご協力のお願い  

アンケートの提出期限は１０月２１日（水）  

です。  

※防災街づくり推進地区は田柄１～４丁目の田柄

通り以北、豊島園通り以南の区域です。  

 ※田柄全域ではありません。  

★町内行事の中止  新型コロナウイルス感染症対策 

・合同防災訓練（ 10 月 25 日予定）  

・地区祭（ 11 月 1 日予定）  

その他  毎年恒例の「ソフトボール大会」「田柄

寄席」「グランドゴルフ大会」「ノルデックウォ

ーキング体験会」等も中止とさせて頂きます。  

 

お知らせ  

○田柄町会ホームページは「田柄町会」で検索し  

田柄町会  - 練馬区町会・自治会個別サイトから

ご覧ください。  

または右記の二次元バーコードから  

スマートフォンでご覧いただけます。  

 

※この回覧 田柄町会 の紙面は町会ホームページ 回覧の  

メニューからご覧いただけます。  

防犯・防災ひとくちメモ  

防  犯  

☆自転車を駐輪する時は  

必ず施錠しましょう！  

光が丘警察署からの情報によれば田柄地区

内での自転車盗難の割合が他の地区に比べ

特に高いそうです。自転車盗の約６割が無

施錠 で駐 輪し てい ると きに 発生 して いま

す。短時間の駐輪でも必ず施錠しましょう。 

防  災  

☆住宅用火災警報器の点検をしましょう！  

 

 


